
 

 

 
 

 

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

石

綿

含

有

建

材

を

使

用

し

た

建

築

物

等

の

解

体

等

工

事

現

場

に

お

い

て

隔

離

場

所

周

辺

の

大

気

濃

度

測

定

が

必

要

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、
石

綿

の

濃

度

を

迅

速

に

測

定

す

る

た

め

の

方

法

や

測

定

結

果

の

評

価

に

必

要

な

管

理

基

準

値

等

に

つ

い

て

、
現

に

義

務

化

を

実

施

し

て

い

る

地

方

公

共

団

体

等

の

事

例

を

参

考

に

し

て

調

査
・
研

究

を

行

い

、

そ

の

制

度

化

に

つ

い

て

速

や

か

に

検

討

す

る

こ

と

。 

 

二 

規

制

対

象

と

な

る

解

体

等

工

事

が

大

幅

に

増

加

す

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、
関

係

省

庁

や

都

道

府

県

等

が

連

携

し

、
建

築

物

石

綿

含

有

建

材

調

査

者

講

習

等

に

よ

り

専

門

性

を

有

す

る

十

分

な

人

材

を

確

保

す

る

よ

う

努

め

る

こ

と

。 

 

三 

石

綿

に

係

る

調

査

等

の

信

頼

性

を

担

保

す

る

た

め

、
事

前

調

査

及

び

作

業

後

の

確

認

の

施

行

の

状

況

を

踏

ま

え

、
第

三

者

に

よ

る

事

前

調

査

及

び

作

業

後

の

確

認

の

実

施

も

含

め

、

必

要

に

応

じ

て

対

策

を

検

討

す

る

こ

と

。 

 

四 

石

綿

に

係

る

特

定

粉

じ

ん

排

出

等

作

業

に

お

い

て

、
被

覆

等

の

石

綿

の

除

去

以

外

の

方

法

に

よ

る

作

業

に

つ

い

て

も

石

綿

の

飛

散

の

可

能

性

が

あ

る

場

合

に

は

、
除

去

の

場

合

と

同

様

に

、
隔

離

や

集

じ

ん
・

排

気

装

置

の

使

用

等

必

要

な

作

業

方

法

を

法

令

上

明

確

に

定

め

る

よ

う

検

討

す

る

こ

と

。 

 

五 

石

綿

の

除

去

等

に

関

す

る

作

業

の

安

全

性

と

信

頼

性

を

向

上

さ

せ

る

た

め

、
特

定

粉

じ

ん

排

出

等

作

業

に

あ

た

る

事

業

者

に

対

し

、

本

法

の

周

知

及

び

施

行

に

係

る

技

術

的

情

報

の

提

供

に

努

め

る

こ

と

。 

 

六 

解

体

等

工

事

の

規

制

に

関

し

、
環

境

保

全

等

の

観

点

か

ら

、
環

境

省

、
厚

生

労

働

省

及

び

国

土

交

通

省

等

の

関

係

省

庁

間

の

連

携

を

強

化

し

、

よ

り

実

効

性

の

あ

る

石

綿

飛

散

防

止

対

策

を

行

う

こ

と

。 
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七 

石

綿

含

有

建

材

を

使

用

し

た

建

築

物

等

の

解

体

等

工

事

の

増

加

に

よ

り

、
石

綿

飛

散

の

危

険

性

が

一

層

高

ま

る

こ

と

か

ら

、
石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

救

済

制

度

の

施

行

状

況

を

把

握

す

る

と

と

も

に

、
石

綿

関

係

の

疾

患

等

に

係

る

最

新

の

知

見

等

を

収

集

し

、

適

切

な

救

済

の

実

施

に

向

け

た

必

要

な

見

直

し

を

行

う

こ

と

。 

 

八 

本

法

附

則

第

五

条

に

よ

る

施

行

後

五

年

の

見

直

し

時

期

以

前

で

あ

っ

て

も

、
必

要

に

応

じ

て

本

法

の

規

定

の

施

行

状

況

を

踏

ま

え

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

適

宜

適

切

に

所

要

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 




